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世界に誇る安全な輸送サービスの提供を実現するために、行政・事業者・利用者の ‘安全トライアングル’により、総力を挙げて事故の
削減に取り組むべく、第11次交通安全基本計画と期間を合わせた事業用自動車の安全プランを策定。

○依然として発生する飲酒運転、健康起因事故等への対策、先進技術の開発・普及を踏まえた対策、超高齢社会におけるユニバー
サルサービス連携強化を踏まえた事故防止対策

○新型コロナウィルス感染症拡大、激甚化・頻発化する災害等に対し、新たな日常への移行に伴う事業環境変化における安全対策
○重傷者数に対する削減目標とともに、業態毎に一層の事故削減を図るため、各業態の特徴的な事故に対する削減目標を設定

ポイント

【重点施策】

2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

6. 道路交通環境の改善3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による安全体質の強化

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた事故の防止対策
・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と付帯作業の増加への対応
・激甚化・頻発化する災害への対応 等

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応 等

・ICTを活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保 等

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・高齢運転者事故への対応 等

・各業態の特徴的な事故への対応
・健康に起因する事故の増加への対応 等

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化
を推進する 等

【事故削減目標】

①24時間死者数225人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ
②重傷者数2,120人以下
③人身事故件数16,500件以下
④飲酒運転ゼロ

＜全体目標＞ ＜各業態の個別目標＞
【乗合バス】 車内事故件数85件以下
【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下
【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下
【トラック】 追突事故件数3,350件以下

事業用自動車総合安全プラン2025[計画期間：令和３～７年度]
～安全トライアングルの定着と新たな日常における安全確保～
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事業用自動車による交通事故件数の推移

○ 令和３年中に発生した交通事故全体の件数（人身事故件数）は305,196件、そのうち、事業用自動車の交通事故件数※は22,027

件となり、過去８年間で半減。

○ 各モードの交通事故件数は、すべてのモードで減少傾向を示しているが、トラックは前年に比べ増加。

〇 トラックの事故件数が増加している主な要因は、軽貨物の事故件数の増加にある。（P.11～参照）
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※ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数

各モードの交通事故の推移交通事故全体と事業自動車の交通事故の推移

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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事業用自動車による交通事故死者数の推移

○ 令和３年中に発生した交通事故全体の死者数は2,636人であり、そのうち、事業用自動車の交通事故死者数は249人（前年比８

人減）であった。

○ 令和３年の各モードの交通事故死者数は、タクシーは減少、トラック・乗合バス・貸切バスは前年と同水準である。
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交通事故全体と事業用自動車の
交通事故死者数の推移 各モードの交通事故死者数の推移

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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業態別の特徴的な事故（乗合バス）

乗合バスの事故類型 乗合バスの死亡事故類型

○令和３年事故類型別事故件数の内訳
（件数）

○令和３年事故類型別死亡事故件数の内訳
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○ 交通事故全体の件数は減少傾向を示しており、令和３年は780件（過去最少）であった。事故類型としては、「車内事故」が全体

の約４割にあたる303件発生しており、最多。

○ 死亡事故の件数は近年横ばい傾向を示しており、令和３年は８件であった。事故を類型化すると、「横断中の歩行者との事故」

が最も多い。

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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業態別の特徴的な事故（貸切バス）

貸切バスの事故類型 貸切バスの死亡事故類型

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○令和３年事故類型別事故件数の内訳

（件数）
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○ 交通事故全体の件数は減少傾向を示しており、令和３年は92件（過去最少）であった。事故類型としては、「追突事故」の他、右

左折時や進路変更時等の衝突事故が多い。

○ 死亡事故の件数は近年１ケタ台で推移しており、令和３年は1件であり、右折時における他車との衝突事故により発生したもの。

○令和３年事故類型別死亡事故件数の内訳

※令和3年の1件は、右折時における他車との衝突事故により発生したもの。
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業態別の特徴的な事故（タクシー）

タクシーの事故類型 タクシーの死亡事故類型

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○ 交通事故全体の件数は減少傾向を示しており、令和３年は7,121件（過去最少）であった。事故類型は、「出会い頭衝突事故」、

「追突」、「右左折時等の衝突」が多い。

○ 死亡事故の件数も減少傾向を示しており、令和３年は11件（過去最少）であった。事故類型は、「横断中の歩行者との事故」が

最も多い。
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業態別の特徴的な事故（トラック）

トラックの事故類型 トラックの死亡事故類型

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
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○ トラックによる交通事故全体の件数は減少傾向を示しており、令和３年は14,031件であった。事故類型は、「追突事故」が全体

の約４割にあたる5,683件発生しており、最多。

○ 死亡事故の件数は減少傾向を示しており、令和３年は221件（過去最少）であった。事故類型は、「横断中の歩行者との事故」が

全体の約3割にあたる58件発生しており、最多。

1,231

1,108

1,281 

1,362 

1,354 

12,640

12,233

14,146 

15,842 

16,433 

159

158

178 

190 

197 

1

1

1 

2 

1 

0 5,000 10,000 15,000 20,000

R3

R2

R1

H30

H29

人との事故 他車との事故 単独事故 列車



4,297 4,065 3,971 3,763 3,669 3,654 3,769 3,968 3,977 4,051 4,616 

20,568 19,474 18,491 17,801 
16,156 

14,600 14,217 13,428 
11,629 

9,449 9,415 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

軽貨物 軽貨物以外

〇 事業用貨物自動車のうち、軽貨物以外の事故件数は減少傾向にある一方、軽貨物による事故件数は、平成28年以
降増加傾向。

事業用貨物自動車の事故件数の推移
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220.6 209.5 199.4 190.8 172.5

154.4 148.3 138.3
118.0

94.5 93.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

軽貨物 軽貨物以外

保有台数１万台当たりの事業用貨物自動車の事故件数の推移

車両保有台数データ：各年３月末時点（次ページ以降同じ）

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
（一財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数

平成28年 令和３年 平成28年→
令和３年

軽貨物 3,654 4,616 26.3%増

軽貨物以外 14,600 9,415 35.5%減

平成28年 令和３年 平成28年→
令和３年

軽貨物 166.5 160.2 3.8%減

軽貨物以外 154.4 93.8 39.3%減

軽貨物自動車の事故件数の推移

11



軽貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移
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軽貨物 軽貨物以外

事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移

保有台数１万台当たりの事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移

〇 事業用貨物自動車のうち、軽貨物以外の死亡・重傷事故件数は減少傾向にある一方、軽貨物は平成２８年以降
83.4%の大幅な増加傾向。

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」
（一財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」

平成28年 令和３年 平成28年→
令和３年

軽貨物 199 365 83.4%増

軽貨物以外 1,318 1,065 19.2%減

平成28年 令和３年 平成28年→
令和３年

軽貨物 9.1 12.7 39.6%増

軽貨物以外 13.9 10.6 23.9%減

12
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○ 軽貨物自動車による交通事故全体の件数は増加傾向を示しており、令和３年は4,616件であった。事故類型は、「追突事故」と

「出会い頭衝突」が最も多い。

業態別の特徴的な事故（軽貨物）

軽貨物の事故類型 軽貨物以外のトラックの事故類型
○事故類型別件数

（件数）

（件数）

（件数）

○令和３年事故類型別事故件数の内訳

○事故類型別件数

○令和３年事故類型別事故件数の内訳

（件数）
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出典：（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」



○ 事業用軽貨物自動車の事故が近年増加していることを踏まえ、軽貨物事業者自らが運行管理
を実施すること等の留意事項について、貨物運送事業者団体や荷主企業等関係者に対し周知
を実施。

○ 今後の事故の発生状況を踏まえ、引き続き対策を検討していく。

事業用軽貨物自動車の事故防止に係る対策

14

１．運行管理の実施
（１）軽貨物事業者自らが乗務前後における点呼、運転者に対する指

導・監督等の運行管理を実施することが必要。また、個人事業主の
場合は、自ら運行管理を実施することが必要。

（２）軽貨物事業者は、運転者の過労運転を防止するため、運転者
の拘束時間、休憩時間、運転時間等について「事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」等の関係法令を遵守
するとともに、運転者の適切な労務管理や健康管理を行うことが必
要。

２．安全運転の遵守
（１）軽貨物事業者は運転者に対し、酒気帯び運転をしないなどの道

路交通法の規定を改めて確認させるとともに、同法の規程を確実に
遵守した運転を行わせるような適切な指導を行うことが必要。

（２）追突や出会い頭事故を防止するため、以下のポイントを指導。
運転中にスマートフォン等を使用したり、カーナビの画面を注視しな
いこと。
交差点における一時停止を遵守等
住宅街等見通しの悪い道路では、安全確認を怠らず通行するよ
うにすること。

３．点検整備の実施
（１）軽貨物事業者は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期

に、日常点検を行うことが必要。
（２）また、日常点検で点検する箇所より細かな箇所について、定期的な点検

（12ヶ月点検）を行うことが必要。なお、点検の結果、不具合に至る可能
性が高いまたは不具合がある場合は、必要な整備を実施しなければならな
い。

（３）加えて、10台以上の軽貨物自動車を保有する軽貨物事業者は、整備
管理者を選任し車両管理を行うことが必要。

４．適正な運送の依頼
（１）電子商取引（ＥＣ）市場規模の拡大に伴い、宅配便の取扱件数は令

和３年度において平成28年から約２割増加。
（２）荷主（運送委託者）におかれましては、運転者の過労運転を防止する

ため、「拘束時間超過」、「無理な配送依頼」及び「依頼に無かった附帯業務
をさせられる」等がないよう、適正な運送の依頼をお願いします。

（３）国土交通省が行政処分を行う場合、当該違反行為が主として荷主の行
為に起因するものと認められるときは、荷主への勧告の対象となることをご承知
おきください。

（４）また、国土交通省では、トラック事業者が貨物自動車運送事業法等に違
反する原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いが認められる場合、
荷主に対し、同法附則第１条の２に基づく働きかけ等を行っています。

事業用軽貨物自動車の事故防止に係る留意事項について（令和４年１０月）

14



事業用自動車の安全対策について （目次）

１．事故の発生状況
２．ICTの活用による運行管理業務の高度化
３．健康起因事故防止、過労運転防止に向けた取組
４．飲酒運転防止対策
５．安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組
６．大規模事故を踏まえた安全対策
７．その他



■ 自動車運送事業者は、営業所ごとに運行管理者を選任し、安全運行に関する
業務を行わせなければならないが、過疎地や運行本数が少ない営業所にお
いては、運行管理者の人手不足や事業者の負担が課題となっている。

■ このため、事業用自動車の運行管理業務について、ICT技術を活用した遠隔
点呼の導入や運行指示者の一元化等の運行管理の高度化に係る制度整備
を行い、将来的には安全を確保した上での運行管理業務の一元化を図ること
により、地域公共交通や貨物運送事業の維持・再構築につなげることが必
要。

■ 他方、自動車運送事業者にとって輸送の安全を確保することは最も重要な責
務であり、運行管理は、輸送の安全確保の根幹を担う重要な業務。拙速な運
行管理制度の見直しは、不十分な運行管理に起因する事故の増加につなが
るおそれがあることから、事業者のニーズや技術的裏付けも踏まえ、段階的
に運行管理の高度化を進めていくことが必要。

16

軽井沢スキーバス事故
（平成28年１月）
乗客乗員15名死亡、
乗客26名重軽傷

大型トラックの踏切事故
（令和元年９月）

トラック運転者１名死亡、
列車乗員乗客７５名重軽傷

タクシー正面衝突事故（神戸）
（平成３０年５月）
乗客１名死亡、
２名重軽傷

＜不十分な運行管理に起因する事故の例＞

地方の営業所の例：
運行本数１３便（日曜日）、
運行管理者２人勤務
（６０代、７０代）

自動車運送事業における運行管理の高度化の必要性
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ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化

○ 事業用自動車の安全輸送の根幹を担う運行管理について、原則として各営業所に選任された運行管理者がそれぞれの営業所の運転者
に対する運行管理等を行っているが、運行管理者不足や長時間労働等の課題が顕在化しており、その対応が急務。

○ このため、ICTを活用した高度な機器を用いて遠隔の営業所間で点呼を行うことや、運行管理を集約して運行中の他営業所の運転者に対
する運行指示を行うこと等、安全性を確保しつつ運行管理者不足等への対応にも資する制度の創設に係る検討を実施。

遠隔点呼のイメージ

運行管理者は、運転者の乗務前後において、酒気・疾病・疲労の確認、運行の安全確保の
ために必要な指示等を行うための点呼を、原則対面で実施しなければならない。

点呼（対面点呼の原則）

対面点呼の様子

運行管理者

点
呼

遠隔点呼

ICTの活用による高度化

自動点呼

運行管理者 運転者

運行管理者

運転者

運転者

自動点呼のイメージ

点呼支援機器
自動カメラ、モニター等の映像・音声

を中継する機器を介して、遠隔
で点呼を実施

点呼支援機器（ロボット等）に点
呼時の確認、指示項目の一部又
は全部を代替させて点呼を実施

＜主な効果＞
高度な点呼機器の使用による
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時間
労働の是正

＜主な効果＞
人的ミスの減少による点呼の
確実性の向上
運転者・運行管理者の長時
間労働の是正

運行管理の一元化 高度な機器を使用し、運行中の他営業所の運転者に対する運行指示を実施
＜主な効果＞運行管理集約による、運行管理者不足の解消

令和３年度：機器要件等のとりまとめ、制度化
令和４年７月～：運用開始

令和３年度：機器要件等のとりまとめ
令和５年１月～：乗務後自動点呼制度運用開始

※ これまでの議事要旨や資料については、国交省ホームページに公表済み。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html



ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化のシナリオ

遠隔点呼

自動点呼

運行指示者

の一元化

運行時以外

の業務一元化

運
行
時

以
外

運
行
時

(

乗
務
前
後)

点
呼

(

乗
務
中)

運
行
指
示

現在

点呼機器
(名称未定)

運行
管理者

運転者

点
呼非常時

のみ対応

乗務後点呼における

点呼自動化 乗務前、乗務後

点呼における

完全点呼自動化乗務前点呼における

条件付き点呼自動化

全運行管理業務

の一元化対象者：優良事業者
範囲：(旅客)営業所-車庫間 (貨物)左記＋営業所間
場所：営業所、車庫ＩＴ

点
呼

遠
隔
点
呼

対象者：全事業者
範囲：営業所-車庫間、

営業所間、
グループ企業間

場所：営業所、車庫

場所の拡大
・待合所
・宿泊地 等

範囲の拡大
・事業が異なる
営業所間
・協同組合 等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

運行
指示

A営業所

B営業所

範囲：営業所間
対象運行：２地点間の定時運行
（路線バス、ルート配送等）

範囲の拡大

対象運行の拡大

複数の営業所の運行管
理業務（運行管理者）を
一つの営業所に集約

ICTを
活用した
運行管理

ニーズ調査

及び課題整理

運行時以外の業務を他営業所で

行うために、営業所や運行管理者が

満たすべき要件を設定

令和４年度取組事項

運用中！

運用中！

実証実験の検討中

実証実験中

実証実験中運行管理業務の一元化（令和５年１月～）
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のべ255事業者について承認

（参考）遠隔点呼の現在の実施状況

19

トラック バス タクシー

事業者数 １７７ ３５ ４３

実施営業所等数 ２１０ ５７ ３４

被実施営業所等数 ３３８ １０９ ４３
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（参考）乗務後自動点呼の機器認定について

２月１日現在、２件を認定済み。認定した機器については、国土交通省の
HPにおいて随時公表。

＜認定された機器＞

ホームページURL：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

（認定機器を使用した構成例）

申請者・製作者 自動点呼機器の名称 認定番号

株式会社ナブアシスト 点呼＋ （プラス） ロボット版 JG22-001

株式会社NPシステム開発
AI点呼システム

（TNK－NASYS／TNK－ASYS）
JG23-001

①株式会社ナブアシスト 点呼＋ （プラス） ロボット版 ②株式会社NPシステム AI点呼システム（TNK－NASYS／TNK－DASYS）



乗務前自動点呼の検討スケジュール

乗務前自動点呼の導入

乗務前自動点呼の導入に向け、点呼支援機器が
点呼における確認、指示事項の一部または全てを
代替できるよう、機器の要件を検討。

点
呼

（運行管理者）

点
呼

（令和４年度後期）

点呼項目のうち、乗務員の健康状態の把握の手
法につき、調査を実施。実証実験の検討開始。

（令和５年度前期）

調査結果をもとに検証項目を精査したうえで、乗
務前自動点呼における実証実験の開始。

（運転者） （運転者）（自動点
呼機器）

検討
スケジュール

10月～12月 1月～3月 ４月～６月 ７月～９月

検討会

乗務前自動点呼
の導入

実証実験

令和４年度

その他検証項目精査

★調査状況報告

令和５年度

★
調査状況報告
実証実験（1次期間）の
内容の決定

★
実証実験（1次期間）
結果報告
実証実験（2次期間）
内容の決定

健康状態把握方法調査

乗務前自動点呼の要件検討

乗務前点呼の実証
実験
１次期間

（運行管理者あり）

実験結果の評価

乗務前点呼の
実証実験２次期間

（運行管理者なし）実証実験方法検討

21
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【遠隔点呼の実施】

ICTを活用し、カメラ・モニター
を通じて運行管理者が遠隔か
ら点呼を実施できるようにする

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

現行の運行管理

【運行指示者の一元化】

運行管理者が他営業所の
運転者に対しても運行指示
等を実施できるようにする

Aの運転者・車両

Bの運転者・車両

A営業所

B営業所

Aの運転者・車両

Bの運転者・車両

A営業所

B営業所

運行管理業務の一元化

A営業所 B営業所 C営業所

A営業所 B営業所 C営業所

統括営業所

【点呼】

運行管理者が同じ営業所等に
所属する運転者に対し、乗務
前後に原則対面で点呼を実施

【運行指示、労務管理等】

運行管理者が同じ営業所に
所属する運転者に対し、運行
指示等を実施

運用中

実証
実験中

概要

ICTを活用した運行管理の効率化の推進のシナリオ

安全性を確保した上で遠隔から点呼や運行指示を実施するための個々の制度や機器の要件等
について、実証実験等を通じて制度化に向けた検討を進めており、これら個々の制度を組み合
わせることにより、遠隔点呼の対象拡大やICT機器を活用した運行管理業務の一元化を実現し、
運行管理の強化及び輸送の安全性向上に向けた検討を進める



運行管理業務の一元化の検討スケジュール

検討
スケジュール 10月～12月 1月～3月 前半 後半

検討会

運行指示者の一
元化実証実験

運行時以外の運
行管理業務の一
元化検討

令和４年度

★実証実験追加
＃１

事業者による実験結果の評価

★
制度化案
最終取りまとめ★

運行管理業務一元化
実証実験について

（令和４年度後期）

●運行管理業務の一元化の制度化に向け、運行指示
者の一元化及び運行時以外の運行管理業務の一元化
を集約し、機器システムの要件や運用上の遵守事項な
どの検証を行うため、運行管理業務の一元化の実証実
験を行う。

（令和５年度前期）
運行管理業務の一元化の制度化案中間とりまとめ。

（令和５年度後期）
運行管理業務の一元化の制度化案最終とりまとめ。

令和５年度

★制度化案検討 ★
制度化案
中間取りまとめ

★ 実証実験追加
＃２

項目・課題整理 事業者による実験結果の評価

運行管理業務の一元化の実証実験
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事業用自動車の安全対策について （目次）

１．事故の発生状況
２．ICTの活用による運行管理業務の高度化
３．健康起因事故防止、過労運転防止に向けた取組
４．飲酒運転防止対策
５．安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組
６．大規模事故を踏まえた安全対策
７．その他



○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報

告のあった件数は高止まりの状況。

○令和３年は健康起因事故報告件数のうち３割が交通事故に至っており、更なる低減が必要な状況。

乗合 （運転者数：約８万人）

貸切・特定 （運転者数：約５万人）

タクシー （運転者数：約２７万人）

トラック （運転者数：約８４万人）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

25

健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）

運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移
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健康起因事故の疾病別の内訳（平成２５年～令和３年）

○過去９年間で健康起因事故を起こした運転者２，４６５人のうち心臓疾患、脳疾患、大動脈瘤及び解離が３２％を占める。
○うち、死亡した運転者４２６人の疾病別内訳は、心臓疾患が５５％、脳疾患が１２％、大動脈瘤及び解離が１２％を占める。

計２，４６５人
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健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２５年～令和３年）

健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２５年～令和３年）

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

３６９人,１５％

脳疾患
（くも膜下出血、

脳内出血等）

３３９人,１４％

大動脈瘤及び解離
７７人,３％

呼吸器系疾患
１６３人,７％

消化器系疾患
１１７人,５％

その他
９７６人
４０％

不明
４２４人
１７％

計４２６人

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

２３３人
５５％

脳疾患
（くも膜下出血、脳内出血等）

４９人
１２％

大動脈瘤及び解離
５３人,１２％

その他
３３人,８％

不明
５５人
１３％

呼吸器系疾患
３人,１％

睡眠時無呼吸
症候群

２人,0.08％



大型貸切バスの衝突事故（千葉市美浜区）大型貸切バスの衝突事故（千葉市美浜区）

【事故概要】
・日時：令和２年６月８日 午後１時50分頃
・概要：貸切バスが、乗客９名を乗せて運行中、交差点前方の中央分離

帯の縁石に乗り上げ、 縁石内に設置されていた信号機の支柱に衝
突し停止。
この事故により、乗客３名が重傷、６名が軽傷。

【原因】
〇運行中の眠気・意識低下
・運行中、眠気を感じていたにもかかわらず、そのまま運転を継続。

〇一方的な指導教育
・指導教育は実施しているものの、眠気等の体調異変を生じた場合の対
処方法、連絡体制等についての意思疎通・理解が不十分。

【再発防止策】
〇居眠り運転や体調異変による事故の具体的な事例を用いつつ、指導内

容の理解も確認するなど、実効性のある指導教育の実施。
〇乗務前の点呼時に、運転者に対し健康状態について報告させ、疑念があ

る場合には乗務を中止させるなど、適切な運行管理体制の構築。
〇運転者が乗務中に眠気等の体調異変を生じた場合に運行管理者に申

告しやすい職場環境等の整備。

事故車両

眠いけどまだ行ける。

車両を止めると、乗客や会
社等に迷惑がかかる。

〇体調異変を生じた場合の対処方
法
・直ちに運転を中
止。
・車両を安全な場所
に停車。

遠慮せず、いつで
も連絡してくださ
い。

事業用自動車事故調査報告書
（令和４年12月23日公表）
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○ 「乗務員の健康状態の把握」、「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員の乗務禁止」
⇒ 雇い入れ時の健康診断及び定期健康診断実施の義務付け

従来からの法令上の義務

○ 「運行管理者による点呼時の確認」
⇒ 乗務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認

○ 『健康管理マニュアル』 （平成２２年７月策定 平成２６年４月改訂）
⇒ 健康状態の把握、就業上の措置の決定等について具体的方策を整理
⇒ SAS、脳血管疾患及び心臓疾患に関するスクリーニング検査を推奨

健康管理に関するマニュアルの策定・改訂

○ 『睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策マニュアル』
（平成１５年６月策定 平成１９年６月及び平成２７年８月改訂）

○ 『脳血管疾患対策ガイドライン』 （平成３０年２月策定）

○ 『心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン』 （令和元年７月策定）

自動車事故報告書等の取扱要領の一部改正（令和4年3月）

SASが関わる事故の発生状況を把握するため自動車事故報告規則等の取扱い要領を一部改正

28

○ 『自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル』 （令和４年３月策定）

事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組



「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要

事業用自動車の運転者の
健康管理マニュアル

平成22年7月策定
平成26年4月改訂

１．運転者の健康状態の把握
➀ 定期健康診断による疾病の把握（義務）

② 一定の病気等に係る外見上の前兆や自覚症状等によ
る疾病の把握（義務）

③ 脳疾患・心臓疾患や睡眠時無呼吸症候群等の主要
疾病に関するスクリーニング検査（推奨）

※ ➀ ～ ③ において異常所見等がある場合には、
医師の診断や面接指導、必要に応じて所見に応じた検査
を受診させ、医師の意見を聴取（義務）

２．就業上の措置の決定
④ 医師の意見を踏まえ就業上の措置の決定（義務）

⑤ 医師等による改善指導（義務）

３．判断目安に基づく乗務前・中の判断・対処
（義務）

就業上における判断と対処の流れ

定期健康診断
(義務)

自覚症状等
(義務)

主要疾病等に関する
スクリーニング検査

(推奨)

診断/面接指導(義務)
(所見に応じた検査含む)

就
業
上
の
措
置
を
決
定

(

義
務)

通
常
乗
務
可

➀ ② ③

④

➀ ～ ③

所見
なし なし

所見
なし

所見あり 所見ありあり
乗務可

乗務の
軽減・転換

医師

意見

改善指導(義務)
(保健指導)

⑤ 医師等

受診 受診

受診

事
業
者
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健康管理マニュアルにおいて推奨しているスクリーニング検査

○ 事業用自動車の運転者の「健康管理マニュアル」（平成２２年７月策定、平成２６年４月改訂）において、脳・

心臓・消化器系疾患や睡眠障害等の主要疾病に関するスクリーニング検査について受診を推奨。

○ また、業界団体においても、脳血管疾患や心臓疾患、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）などの主要疾病のスク

リーニング検査の受診に対する補助を実施。

ＳＡＳに関する検査

パルスオキシメトリ検査 フローセンサ検査

人間ドック

◆ 生活習慣病の予防や疾病の早期把握などを目的
とした総合的な健康診断

脳ＭＲＩ画像 脳ＭＲA画像

脳健診

◆ MRIやMRA、CTなどの画像検査により、無症候
又は未発達の脳血管疾患を発見

◆ MRIとMRAの２項目だけを行う簡易検査もある

ＭＲＩ検査

◆ 睡眠時の血中酸素量や呼吸数をモニタリングし、
ＳＡＳの早期発見に寄与する

心臓疾患に関する検査

◆ ホルター心電図検査等を含む必要な心電図検査
の受診を推奨



睡眠時無呼吸症候群（SAS）が疑われる事故報告について

○ 既存の研究において、以下が明らかになっている

ＳＡＳの有無により、自動車の事故率は２．４倍の差

○ 日本の男性トラック運転者の約７～１０％、女性の
約３％が中等度以上の睡眠呼吸障害であることが
示されている。

SASが関わる事故の発生状況を把握する

ため、SASが疑われる居眠り運転、漫然

運転による事故を健康起因事故として報

告することを明示するように、通達改正

（令和４年３月）

睡眠中に舌が喉の奥に沈下することにより
気道が塞がれ、睡眠中に頻回に呼吸がとまる状態

<SASと事故リスク>

<自動車事故報告書等の取扱要領の一部改正>

自動車事故報告書等の取扱要領

１１ 運転者の健康状態に起因する事故

（略）

睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を
伴う事故においては、規則第２条第９号に該当する事故とし
て報告させるよう事業者等を指導すること。「睡眠時無呼吸
症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことが
あり治っていないもの、又は「自動車運送事業者における睡
眠時無呼吸症候群対策マニュアル」（平成２７年８月国土交
通省自動車局）に記載のＳＡＳの症状があるものをいう。
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中型乗合バスの衝突事故（東京都世田谷区）中型乗合バスの衝突事故（東京都世田谷区）

（概要）
平成29年11月25日13時02分頃、乗合バスが乗客16名を乗せ
て見通しの良い直線道路を走行中、バスを安全に進行させるた
めのハンドル操作、ブレーキ操作をすることなく、道路左側の歩
道に乗り上げ、ガードパイプをなぎ倒し、その先の電柱に衝突。

（背景）
○運転者は以前、睡眠時無呼吸症候群（SAS）診断を受診し
たところ、「経過観察」との判定。

→しかし、事業者は、そのことを知りながらも、運転者への適
切なフォローは未実施。

○事業者は、運転者に対し、乗務中体調不良を感じたら、必
ず停車して運行管理者に報告し指示を仰ぐよう指導。

→しかし、実際には、運転者は事故当日、眠気を感じながら
も、「運転を中止するほどではない。」と勝手に判断、そのま
ま運行を継続。

（再発防止策）
○事業者は、SAS診断等の受診結果を運転者に十分説明し、必要に応
じ治療を受けさせるなど、当該結果を有効活用して健康管理体制を
整えましょう。

○事業者は、運転者が体調不良を隠して乗務することのないよう、運行
管理者に相談しやすい雰囲気を醸成しましょう。 SAS診断等を活用したきめ細やかな

運転者への指導監督

運転を
中止す
るほど
の眠気
ではな
いな。

REPORT ・・・

・・・あなた
への指導
教育をこれ
から実施し
ます・・・

事業者から運転者に対し、走行中に強い眠気を感じたときの適切な対応方法に
ついて、十分な指導教育が行われていなかったため、運転者は適切な行動をと

ることができなかった可能性が考えられる。

運転者は、SAS診断で
「経過観察」と判定

最近十分
眠れてま
すか？

・・・

その後、運転者への適切なフォロー
は行われず

事業用自動車事故調査報告書
（令和2年1月31日公表）
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○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告の
あった件数は、健康起因事故に対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向

○令和２年１２月及び令和３年１月、運転者の健康起因による死亡事故が相次いで発生

事故事例

事例① 事例②

令和２年１２月１７日北九州市内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７４歳男性（運転経験３０年）
事故概要
乗客３名を乗せ運行中、道路右側電柱に衝突
この事故により、運転者及び乗客（７２歳）が死亡、他２名は負傷
事故原因は、報道によると心不全

※直近１年健康診断未受診。運転者は１０年前に医師から心疾患の診断を受け
投薬を続けていたが、事業者は把握していなかった。

令和３年１月４日渋谷区笹塚（甲州街道）内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７３歳男性（運転経験３４年）
事故概要
乗客１名を乗せ運行中、横断歩道を渡っていた歩行者６名をはねた
この事故により、歩行者１名が死亡、他の歩行者５名が重軽傷
事故原因は、くも膜下出血により意識を失った疑い（後日死亡）

※健康診断は、昨年１２月８日に受診。高血圧、脂質異常症について治療中だ
が、産業医から要注意者として指摘なし。

＜処分基準強化内容（朱書き箇所を追加）＞

行政処分基準（全モード）
運輸規則第２１条第５項及び安全規則第３条第６項
１ 疾病、疲労等のおそれのある乗務
① 未受診者１名 警 告（１０日車）
② 未受診者２名 ２０日車（４０日車）
③ 未受診者３名以上 ４０日車（８０日車）

２ 未受診者による健康起因事故が発生したもの ４０日車（８０日車）
３ 疾病、疲労等による乗務 ８０日車（１６０日車）
４ 薬物等使用乗務 １００日車（２００日車）

＜適用方法＞
・健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失
を発症し、負傷者（当該運転者を除く。）が生じた重大事故等をいう。
・事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の
健康診断を受診させずに乗務させていた場合、または、健康診断
受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する
疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにも
かかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合のいずれ
かに該当した場合に適用する。
なお、「２」を適用した運転者は、「１」の調査対象から除く。

※令和３年５月２８日 改正 令和３年６月１日施行

（再違反）

健康起因事故による行政処分の強化

33



令和２年度第２回自動車運送事業を取り巻く状況を踏まえた
更なる交通事故対策W/G
西葛西・井上眼科病院國松副院長ご講演資料より

【緑内障患者の見え方の例】

○高齢者における発症率が高い緑内障等の視野障害では、見えている範囲が狭くなったり、部分的に見えな
くなる症状が現れるが、視力は維持されているため、自覚症状が無いまま運転を続けることで重大事故に
繋がるおそれがある。

○視野障害に関する運転リスクを事業者に周知するとともに、スクリーニング検査や眼科での視野検査の受
診による早期発見、事業者による受診結果の把握及び治療を促すこと等の推奨が必要。

視野障害と自動車事故の関係について
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自動車運送事業に係る視野障害対策

視野障害対策マニュアルの策定 眼科健診普及に向けたモデル事業の実施

○ 自動車運送事業者に対し、視野障害に関する運転リスク
及び眼科健診の受診や治療継続の必要性について周知す
るため、運転者の視野障害が原因となる事故の抑止に向け
て事業者が取り組むべき内容をまとめたマニュアルを令和４年
３月に策定した。

○ 眼科健診に積極的に取り組みたいと考えている事業者の中
からモニター事業者を選定。

○ モニター事業者の運転者が眼科健診を受診し、視野障害
の発症や治療の有無、勤務状況、事故発生の有無等につ
いて調査し、眼科健診を活用した健康確保の取組の手法を
検討し、事業者への周知・普及を図る。

○令和４年、５年においてもモニター事業者を募集し、モデル
事業を実施予定。

国
土
交
通
省

業界
団体

⑥調査協力費

①選定
依頼

⑤受診結果の回答

②選定

モニター
事業者

運転者

医療
機関

③眼科健診
受診

④眼科健診
の結果

【１年目】

【２・３年目】
眼科健診受診運転者に係るその後の視野障害の発症や治療の有無、
勤務状況、事故発生の有無等について調査

【掲載先】視野対策マニュアル
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html
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視野障害対策マニュアルのポイント

知 識
★視野が狭くなったり一部欠けたりする視野障害を自覚せずに運転を続けることで重大事故を起こす可能性がある。
★視野障害の早期発見と治療の継続により、運転者の運転寿命を延伸できる。

実 践
視 野 障 害 の 早 期 発 見 と 運 転 寿 命 を 延 伸 す る た め の 実 施 事 項

運転者に対して、視野障害に関する理解を
促すため、社内教育や施策(簡易スクリーニ
ング検査手法の導入・実施等)を実施す
る。

運転者への理解促進

眼科精密検査の受診を指導する

受診時に眼科医に対し予め運転業務に関する情報提供を依頼

運転者の運転業務に関する意見を眼科医から聴取

個別の状況判断および産業医との相談の上、
就業上の措置（運転指導や経過観察等）を講じる

眼科精密検査（視力検査、眼底検査、眼圧検査、視野検査等）

治療

が
実
施

眼
科
医

事
業
者
が
実
施

が
実
施

事
業
者

定期健康診断において、視力検査のほか、眼底
検査・眼圧検査等の追加検査（眼科健診）を
勧める。健診で異常あり、または異常の疑いがあ
る場合は、眼科精密検査の受診を指導する。

眼科健診の受診
と対応

「疾患を見逃さないために注意すべき症状」につい
て運転者に周知する。また、日頃から点呼等で症
状の有無を確認し、症状が現れた場合は、眼科
精密検査の受診を指導する。

視野障害に関する
注意すべき症状の把握
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○ 令和４年９月の厚生労働省の専門委員会において、バス、タクシー、トラックに関する「自
動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）」の見直し案が取りまと
められ、令和４年末の公布を経て、令和６年４月から施行される予定。

○ 今後、厚生労働省とも連携して改正内容について運送事業者等への周知を図るとともに、
事業者への指導を通じて、運転者の健康と輸送の安全を確保していく。

バ ス
タクシー（日勤）

トラック
現 在 改正後（令和６年４月～）

１日の休息期間 ８時間以上与えること １１時間以上与えるよう努めることを基本とし、
９時間を下回らないものとすること

１日の拘束時間 原則１３時間以下、最長１６時間 原則１３時間以下、最長１５時間

※各項目には適用回数等の細目ルールが定められている。
※その他の項目（１か月の拘束時間、最大運転時間、連続運転時間、特例等）についても改正案が取りまとめ済。

【厚生労働省HP】 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126973_00001.html

改善基準告示の一例

改善基準告示の見直しについて
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飲酒運転による事業用自動車の交通事故

出典：警察庁「交通統計」
（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」

プラン2025削減目標
飲酒運転ゼロ

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2H23H22H21H20 R3

○ 事業用自動車による飲酒運転事故件数は、平成24年以降横ばいの状況が続いている。
○ 飲酒運転の根絶に向け、引き続き飲酒運転を未然に防止するためのルール作り等の取組が必要。



大型トラックの衝突事故（滋賀県高島市）大型トラックの衝突事故（滋賀県高島市）

【事故概要】
・日時：令和元年10月27日 午後６時48分頃
・概要：大型トラックが、片側１車線の緩やかな左カーブを走行中、道路左側の縁石や

街路樹等に接触した後、対向車線に進入し、当該車線を走行してきた乗用車
と正面衝突。
この事故により、乗用車の運転者が死亡し、同乗者が重傷を負った。

【原因】
・途中のコンビニで缶酎ハイを購入し飲酒。強い眠気を催すも運転を継続。
・点呼の大部分未実施、宿泊を伴う運行にアルコール検知器を持たせないなど、極めて
不適切な運行管理体制。

・当該運転者を雇用する際、健康状態の把握や指導・教育が不十分。
・飲酒運転に対する甘い企業体質が、当該運転者のモラルの低下を助長。

【再発防止策】
・会社全体で飲酒運転根絶意識を向上させ、飲酒運転を許さない強固な企業風土を
構築。

・運転者を雇用する際は、健康診断や運転記録証明書等により健康状態や酒気帯び
運転等の交通違反歴を確実に把握し、慎重に検討。

・雇用後においては、運転者の飲酒傾向、酒気帯び運転等の交通違反歴を継続的に
把握、また、アルコールが運転に及ぼす影響や危険性について、継続的に指導。問題
がある運転者に対しては、直ちに乗務を停止するとともに、専門医によるカウンセリング
や治療を受けさせる。

・アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認を徹底し、点呼を確実に実施。

当該大型トラック相手乗用車

アルコール検知器による
アルコールチェック

誰もチェック
しないので、
次のコンビニ
でもう1本！

昨
夜
は
飲
酒
し

て
お
り
ま
せ

ん
。

は
い
。

ア
ル
コ
ー
ル

チ
ェ
ッ
ク
問
題

な
し
。

事業用自動車事故調査報告書
（令和3年12月24日公表）
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○ 平成30年～令和２年に国交省に報告された飲酒運転事例のうち、点呼前に飲酒していたものの点呼が実施されなかった事例が
約４割、点呼後に運転者が飲酒した事例が約５割を占めている。

○ 各事例の発生防止対策を講じることを通じて、事業用自動車による飲酒運転の根絶を図っていく。

① 点呼前に飲酒していたものの点呼が実施されなかった事例
■ 運行管理者がいない時間に運転者が出社すること等により、自身で計測も行わず点呼を受けないまま出庫し、その後事故発生。
■ 運行管理者が不在中に運転者が自身で計測後に点呼を受けないまま出庫し、その後事故発生。
■ 休息期間を含む（宿泊を伴う等の）運行において、乗務前点呼が必要であったタイミングでも実施せず乗務を開始し、事故発生。

② 点呼前に飲酒しており点呼が実施されたものの酒気帯び状態が見逃された事例

③ 点呼後に運転者が飲酒した事例

■ 運転者がアルコール検知器に自身の息が吹きかからないように吹き方を工夫してアルコールチェックを逃れたものの、その後事故発生。
■ 電話点呼の際に運転者が『異常なし』と虚偽の申告を行い、アルコールチェックを逃れたものの、その後事故発生。 等

■ 乗務中に自宅に立ち寄り飲酒した後に、事故発生。
■ 車内に持ち込んだアルコール飲料を客待ち時に飲み、ブレーキを緩めたことで車が発進し、事故発生。
■ アルコールインターロックが装備されていたものの、飲食店で休憩時の飲酒中もエンジンをかけたままにしておき、駐車場から出る際に事故発生。
■ 日中、乗務中の休憩時にコンビニに立ち寄りアルコール飲料を購入し、その場で飲んだ後そのまま走行を再開し、事故発生。
■ 食事と一緒にアルコール飲料を購入し、車内での食事の際に飲んだ後に仮眠をとり、その後走行を再開し、事故発生。
■ 荷下ろし後の帰庫途中にコンビニに立ち寄りアルコール飲料を購入し、その場で飲んだ後そのまま走行を再開し、事故発生。 等

等
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○ 運転者の指導・監督時の実施マニュアルへのアルコール依存症に関する記載を拡充し、事業者・運行管理者がアルコール依存症に関
する理解を深め、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導・監督の実施につなげる。

42

■ アルコール依存症に関する基礎知識
・ アルコール依存症の症状等をイラスト付きで細かく解説し、理解促進。
・ スクリーニングテストの内容を掲載し、自己判定を可能に。

■ 飲酒傾向の強い者に対する対応方法の例
・ 周囲の適切なサポートが必要な旨を明記し、具体的内容の例を記載。
・ 専門機関の相談窓口がある旨を事業者に情報提供。

■ 治療法等の医学的知見
・ アルコール依存症の治療方法を情報提供し、治療法が存在するという

事実を共有することで、飲酒についての意識変革を促進。

■ 事業者独自の取組事例
・ 他事業者での取組の参考となるよう、調査した事業者独自の取組事例

の詳細を情報提供し、業界全体の自主的な取組を促進。

【記載を拡充するポイントと狙い】

【各業態の指導・監督マニュアルにそれぞれ追記】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html#press20120410

アルコール依存症への理解促進



○ 飲酒運転防止に係る法令上の遵守事項や飲酒運転事例等について、平易な表現やイラスト等を用いたリーフレットの作成・配布を通
じ、飲酒運転防止に対する意識の向上を図るとともに、事業者、運行管理者及び運転者が協力して取り組むことを促す。
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飲酒運転防止に対する意識の向上
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平成28年６月に、再発防止策としてとりまとめ、着実に実施中。

軽井沢スキーバス事故対策検討委員会
「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」 概要

・ ドライバー異常時対応システムの研究・開発促進
・ 車体へのＡＳＶ搭載状況表示
・ 車体構造の強化
・ デジタル式運行記録計等の導入支援

・ 下限割れ運賃を防止するための通報窓口の設置
・ 旅行業界・貸切バス業界の共同で、手数料等に関する第三者委員会の設置
・ 安全情報の国への報告義務付け
・ ランドオペレーターに対する規制の新設

・ 監査対象の重点化による国の監査業務の見直し
・ 適正化機関の活用による監査の重点化

・ 法令違反の是正指示後３０日以内の是正状況確認監査の実施
・ 複数回にわたり法令違反を是正しない事業者の事業停止・事業許可取消
・ 輸送の安全に関わる処分量定の引上げ ・ 使用停止車両割合の引上げ
・ 悪質性や事故の重大性等を勘案した事業許可取消等（一発取消し）の導入
・ 運行管理者に対する行政処分基準の強化
・ 事業許可の更新制の導入、安全投資計画、事業収支見積書の作成義務付け
・ 輸送の安全確保命令に違反した者に対する罰則の強化
・ 事業許可・運行管理者資格・整備管理者資格の欠格事由の拡充

・ 初任運転者等に対する指導監督内容の拡充
・ ドライブレコーダーによる映像の記録・保存義務付け等
・ 運行管理者の資格要件の強化
・ 運行管理者の必要選任数引上げ
・ 夜間・長距離運行時の乗務途中点呼義務付け
・ 補助席へのシートベルトの装着義務化
・ 整備管理者向けの研修・講習の拡充

（１）貸切バス事業者、運行管理者等
の遵守事項の強化

（２）法令違反の早期是正、
不適格者の排除等

（３）監査等の実効性の向上

（４）旅行業者、利用者等との
関係強化

（５）ハード面の安全対策による
事故防止の促進

総合的な対策 主な実施項目

２７項目

２１項目

１０項目

２０項目

１５項目

全体 ： ８５／８５ 項目 実施中
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安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みについて（令和３年１０月公表）

○新型コロナウイルス感染状況の改善に伴う貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、貸切バス事業者のみならず、国、バス業界及び
旅行業界全体として、改めて安全・安心の確保に向けた意識の向上と、更なる取組みの実施が必要となっている。

○このため、バス事業者・バス協会、旅行事業者・旅行業協会へのヒアリング等を通じ、官民が連携して取り組む４つの安全確保対策を
取りまとめたところ、順次実施することにより、安全・安心な貸切バスの運行を実現する。

１．適切な安全投資を確保するための取組み
国による監査等を通じて、バス事業者の適切な安全投
資を確保する（運賃下限割れを防ぐ）
●下限割れなどについて国の監査による徹底取締り
●本年秋～冬にかけて国の集中監査を実施
●適正化機関の巡回指導による的確な改善指導等の実施
●下限割れ運賃通報窓口の再周知
●貸切バスツアー適正取引推進委員会通報窓口のホームページ

リニューアルと再周知
●旅行業者に対する監査の実施

２．バス事業者への安全対策徹底の指導
国及び適正化機関がバス事業者に安全対策の徹底を図る
●全国での貸切バス事業者に対する安全講習会
●全国での貸切バスに対する街頭指導
●適正化機関の巡回指導による的確な改善指導
●全国の貸切バス事業者の安全統括管理者に対する要請

３．輸送の安全をチェックする取組み
事業者自らが輸送の安全を確認する
●「安全運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利

用ガイドライン」の認知・遵守状況について、バス事業者・旅行業者による自己点検の
実施と再周知

●旅行業協会・バス協会間で定期的な意見交換会の開催
●「安全運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利

用ガイドライン」の認知・遵守状況について、国が休止事業者・休車の再開時を捉えて
バス協未加入事業者に自己点検を呼びかけ

●運輸安全マネジメント評価において、バス事業者に対して法令遵守の注意喚起、安
全投資の必要性に係る理解度を確認

４．関係者への再徹底
バス事業者、旅行業者、バス利用者等の関係者に必要な情報を再周知する
●旅行業者への運賃・料金制度の周知
●更新許可、休止事業者の再開、休車再開時のパンフレット等を活用した周知・啓発
●貸切バス事業者安全性評価認定制度のバス事業者はもとよりバス利用者への周知と

事業者の申請促進
●教育委員会等の発注者への運賃・料金制度の周知

安全・安心な貸切バスの運行に向けて官民が連携して取り組む安全確保対策（令和３年１０月）

【参考：令和3年10月 国土交通省プレスリリース】
安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します ～貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、官民が連携して対策を実施～
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安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みについて

○適切な安全投資を確保するための取組みとして、秋の行楽シーズン以降、国による集中的な監査を実施したほか、より通報しやすい環
境整備のため、下限割れ運賃通報窓口のホームページリニューアルなどを行っている。

○輸送の安全をチェックする取組みとして、三団体（日本バス協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会）が会員事業者に対しパート
ナーシップ宣言やガイドライン等について、改めて周知するとともに、自己点検表を活用してそれらを遵守徹底するよう要請している。

○関係者への再徹底として、旅行業者、貸切バス事業者、バス利用者、教育委員会等の発注者それぞれの関係者に周知・啓発等を
行っている。

適切な安全投資を確保するための取組み

下限割れ運賃通報窓口ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000085.html

下限割れ運賃通報窓口のホームページリニューアルを実施。
ホームページリニューアルに併せて、下限割れ運賃通報窓

口についてのチラシを作成し、運輸局及び適正化機関を通じ
て、貸切バス事業者に対し下限割れ運賃通報窓口の再周
知を行った。

。

輸送の安全をチェックする取組み

日本バス協会、日本旅行業協会、全国旅行業協会の三
団体それぞれが通達を発出し、会員事業者に対し「安全
運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するため
の貸切バス選定・利用ガイドライン」について、改めて周知
するとともに、自己点検表を活用して遵守徹底するよう要
請した。

関係者への再徹底

更新許可時、休止事業者の再開時、休車再開時の手続
き時において地方運輸局等から貸切バス事業者に対し、
貸切バスの運賃・料金制度に関する資料を配布し、周知・
啓発を実施中。

R2年度（参考） R3年度

26件 33件

窓口通報状況
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徐々に需要が回復していくことが予想される貸切バス業界において、需要回復後に安全を軽視した事業が行われない
よう、適切な安全対策の指導を行う観点で、国土交通省による事業者講習会及び街頭指導を全国で一斉実施。

貸切バスを対象とした講習会・街頭指導の実施

実施時期：４月下旬～７月中旬
対 象 者 ：貸切バス事業者の運行管理者等
講習内容：・運転者に対する指導監督の実施

・健康管理の重要性
・車両の点検整備の実施 等

実施時期：４月下旬～７月中旬
実施場所：観光施設（駐車場）

高速道路ＳＡ、主要駅、空港等

概要

実施結果
R4.4.22 国土交通省 実施プレス

事業者講習会 概要 街頭指導 概要

※関連報道（テレビ信州）
本格的な観光シーズン前に
貸し切りバスの街頭指導を
行い、安全確保を確認

事業者講習会 ： 32運輸支局にて計40回開催、貸切バス事業者の運行管理者等4066人※1が受講。
（受講率79%）

街頭指導 ： 全国61か所の観光施設駐車場等で実施、のべ531車両に対して法令遵守状況を確認。
うち、3車両に対して指導※2を実施。（指導実施率0.6％）

※1受講対象者数5166名。
※2指導内容は3車両ともに軽微なもの（車内表示不備（運転者氏名の不記載） 等）

街頭指導において重大な法令違反は確認されなかったものの、本年度以降も事業者講習会・街頭指導といった
取組を通じて、引き続き貸切バス事業者の安全対策に係る取組を促進させていく予定

※栃木運輸支局での講習の様子
運輸支局にて運行管理者等に
対して講習を実施
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４．飲酒運転防止対策
５．安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組
６．大規模事故を踏まえた安全対策
７．その他



事故①

令和４年に発生した大規模事故の概要

事故車両写真

○ 発生時刻・場所
・令和４年８月２２日（月）午前１０時頃
・愛知県名古屋市北区名古屋高速１１号
小牧線豊山南出口付近にて発生

○ 事故状況
・名古屋市北区の名古屋高速道路において、名
古屋市街から県営名古屋空港に向かっていた乗
合バス（乗客７名、乗員１名）が横転、炎上

・乗客とバス運転者の計２名が死亡、当該バスの
乗客６名と後続の乗用車の運転者の計７名が
負傷

50

事故②
○ 発生時刻・場所

・令和４年１０月１３日（木）
午前１１時５０分頃

・静岡県駿東郡小山町の県道ふじあざみラインにて
発生

○ 事故状況
・乗客乗員３６名を乗せた貸切バスが運行中、
横転

・貸切バスに乗車していた１名（70代女性）が
死亡、10名が重傷、18名が軽傷

事故現場
（静岡県小山町）事故現場写真

出典：産経新聞
（https://www.sankei.com/article/20221013-
BWEMWLEXMNKFPOFYPIVN5Z67RQ/photo/NK
ZRU5NORJOS5B66QNNBR6YMJA/）



指導・監督マニュアルの改正概要（令和５年1月６日改正）

令和４年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10月には静岡県の県道において観光バスがそれ
ぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、「自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部を改正。

① 坂道での適切な運転操作（バス、タクシー、トラック） ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導
（バス、タクシー、トラック）

③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認
（貸切バス）

④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知 （バス）

長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎる
と、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、
エンジンブレーキや排気ブレーキを使用するこ
と。

都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」
等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把
握し、当該箇所における適切な運転操作をするよ
う指導すること。

乗客がシートベルトを着用していることを、発車
前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。

事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口
や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停
止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。

警視庁HPより
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■ 過労運転防止に資する機器の導入や、運行管理を実現するための機器の導入等を支援することにより、事業用自動車の安全性
向上を図る。

ドライバーの居眠り感知・
警報装置

○過労運転防止のための先進機器の導入支援
【対象機器】 ・運行中における運転者の疲労状態を測定する機器

・休息期間における運転者の睡眠状態を測定する機器
・ＩＴを活用した遠隔地における点呼機器

【補助率】 導入費用の１／２

運転者の運転時間や体調を把握し、過労運転による事故の防止を図る

運転者の睡眠状態を測定する機器

【対象メニュー】 ドライブレコーダー等を活用した安全運転教育 等
【補助率】 導入費用の１／３

○社内安全教育の実施支援

専門的な知見を有する外部の専門家のコンサルティングを通じて、事業者
の安全意識の向上を図る

概 要

【対象機器】 ・デジタル式運行記録計
・ドライブレコーダー
・デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー一体型
（通信機能付を含む）

【補助率】 導入費用の１／３

各車両の運行状況や事故発生時の映像データを記録し、運転者
への指導教育に活用することにより、事故防止を図る

デジタル式運行記録計 ドライブレコーダー

専用の解析ソフトで分析

○デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの導入支援

通信機能付デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー 一体型

クラウドサーバー

無線通信（LTE等）

事業用自動車に係るドライブレコーダー等の導入支援
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メールマガジンの配信

○ 国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものを情報提供することで、事故防止の取組への活用を目的
に、平成21年６月からメールマガジンの配信を開始し、毎週金曜日に定期配信。（令和４年３月25日に第650号を配信）

○ 購読者数は運送事業者や運行管理者等をはじめとして２万人を突破。

【メールマガジンURL】 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/mailmagazine.html

◆◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第650号（R4.3.25）◆◆◆

＝はじめに＝
このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する
事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、そ
の内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用し
ていただくことを目的として配信しています。
また、自動車運送事業等における安全・安心確保に関する最近の情報等につ
いてもトピックとして提供していますので、ご活用ください。

＝目 次＝
1.重大事故等情報＝0件（3月18日～3月24日分）

2.トピック
(1)令和３年度第４回「運行管理高度化検討会」を開催しました（新着情報）
(2)遠隔点呼が実施できるようになります！～ICTを活用した運行管理の高度化
に向けて～（新着情報）
(3)第12回「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」を開催しました
(4)「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上による事故防止に関する
セミナー」を開催しました
(5)車輪脱着作業後は特に、重点的なホイールナットの点検・整備を！
(6)自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
(7)事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止の徹底について

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1.重大事故等情報＝0件（3月18日～3月24日分）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

メールマガジンの登録方法
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ご清聴ありがとうございました。


